
年度  
国民健康保険税 仮徴収額決定通知書 
 

年  月  日 
 
埼玉県三郷市長 

年度分国民健康保険税 仮徴収額を次のとおり決定しましたので通知します。 

年度 特別徴収仮徴収額 算定明細 

◎前年度から特別徴収されている方は、  
2月分と同額の保険税が特別徴収されます。 
1回あたりの仮徴収額 ＝ 2月の特別徴収額 

仮徴収算定基準額を支払回数で除した額(ただし１００円未満切捨)が年金支給額から天引きされます。 

年度 特別徴収 月別仮徴収額 保険税納付方法等 

10月以降の保険税については、別途通知をします。 
10月以降の保険税合計額は、年間決定額から4月、 

6月、8月に仮徴収した保険税の合計額を差し引いた
額になります。 

（教示） 

徴収方法  
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特別徴収 
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仮徴収決定額  

世帯主氏名  
被保険者番号  
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住    所  

 

 

様式第5号（第2条関係） 
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